
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示素子を有するブロックが縦横に配置され

構
成された画像表示装置を検査する装置であって、
　前記ブロックの調整処理を含む複数の項目をメニュー表示する表示手段及び、該表示手
段に表示された前記メニュー項目を選択するように操作される入力手段を有する情報処理
装置と、
　前記情報処理装置の入力手段により選択された前記ブロックの各々の表示素子を所定の
輝度で発光させるための発光信号を発生する発光信号発生手段と、
　前記発光信号発生手段よって発生された前記発光信号に基づいて発光する前記画像表示
装置を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段から得られた出力信号に基づいて前記画像表示装置の調整対象となるブロ
ックの配置情報を抽出する位置抽出手段と、
　前記位置抽出手段によって抽出された前記ブロックの前記出力信号を輝度に変換すると
共に、当該輝度と予め設定された基準輝度とを比較し、当該比較結果に基づいて前記発光
信号発生手段を制御する輝度制御手段とを備え、
　前記情報処理装置により前記調整処理が選択された場合に、
　前記発光信号発生手 、
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、各ブロックが有する制御手段が通
信フォーマットの新たな発光信号を解析し、その解析内容にしたがって配置情報に対応す
るブロックの補正情報を抽出し、当該ブロックの表示素子の発光輝度を補正するように

段は



　前記輝度制御手段により前記比較結果に基づき得られた補正情報と共に当該補正情報に
対応する前記配置情報を含む所定の通信フォーマットに変換された新たな発光信号

出力することを特徴とする検査装置。
【請求項２】
　前記輝度制御手段には、
　前記発光信号の補正用のデータを記憶するための不揮発性の記憶手段が備えられること
を特徴とする請求項１記載の検査装置。
【請求項３】
　前記通信フォーマットには、
　前記画像表示装置で輝度調整を行う前記ブロックの単位を示す「ブロック単位」が記述
され、
　前記ブロック単位としてユニット、セル又は表示素子を指定可能となされることを特徴
とする請求項１記載の検査装置。
【請求項４】
　前記画像表示装置には、
　前記ブロックの制御手段によって解析された前記発光信号の解析内容を記憶するための
不揮発性の記憶手段が備えられることを特徴とする請求項１記載 査装置。
【請求項５】
　複数の表示素子を有するブロックが縦横に配置され

構
成された画像表示装置を検査する方法であって、
　

通信フォーマットに変換された新たな発光信号
ことを特徴とする検査方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、大型映像装置など に適用して好適
な検査装置 に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１４に示すように縦及び横の寸法が数メートルもあるような大型映像装置１においては
、画像１１が複数のユニット１２に分割され、さらにユニット１２が複数のセル１３に分
割されている。セル１３には図１５に示すように、例えば上下にそれぞれ４個の発光素子
１４が配列されている。発光素子１４は青色発光体１４Ａと、赤色発光体１４Ｂと、緑色
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を前記
画像表示装置に

の検

、各ブロックが有する制御手段が通
信フォーマットの新たな発光信号を解析し、その解析内容にしたがって配置情報に対応す
るブロックの補正情報を抽出し、当該ブロックの表示素子の発光輝度を補正するように

前記ブロックの調整処理を含む複数の項目をメニュー表示する表示手段及び、該表示手
段に表示された前記メニュー項目を選択する入力手段を有する情報処理装置を操作するス
テップと、
　前記情報処理装置の入力手段により選択された前記ブロックの各々の表示素子を所定の
輝度で発光させるための発光信号を発光信号発生手段により発生するステップと、
　前記発光信号発生手段よって発生された前記発光信号に基づいて発光する前記画像表示
装置を撮像手段で撮像するステップと、
　前記撮像手段から得られた出力信号に基づいて前記画像表示装置の調整対象となるブロ
ックの配置情報を位置抽出手段で抽出するステップと、
　前記位置抽出手段によって抽出された前記ブロックの前記出力信号を輝度に変換すると
共に、当該輝度と予め設定された基準輝度とを比較し、当該比較結果に基づいて前記発光
信号発生手段を輝度制御手段で制御するステップとを有し、
　前記情報処理装置により前記調整処理が選択された場合に、
　前記発光信号発生手段は、
　前記輝度制御手段により前記比較結果に基づき得られた補正情報と共に当該補正情報に
対応する前記配置情報を含む所定の を前記
画像表示装置に出力する

の画像表示装置の輝度の検査及びその補正
及び検査方法



発光体１４Ｃとで構成されている。
【０００３】
ユニット１２には外部から映像信号が供給され、これによって発光素子１４の背面側にあ
る電極部（図示せず）から電子ビームが放射される。これが発光素子１４に照射されて発
光素子１４が発光することにより、画面１１に画像が映しだされる。
【０００４】
発光素子１４の発光面の寸法は数センチメートル程度と大きいのが一般的であり、各発光
素子１４の輝度が異なると画質が悪くなる。そのため、大型映像装置１の製造時に同一の
画面１１を構成する全ての発光素子１４の輝度が一致するように調整するのが普通である
。これによって、均質な画像を得ることが可能になる。
【０００５】
また、このようにして製造された大型映像装置１を長期間使用していると、経年変化で各
発光素子１４の輝度にばら付きが生じるようになる。この場合にも各発光素子１４の輝度
調整が行われる。
【０００６】
このように大型映像装置１の製造時もしくは使用途中で発光素子１４の輝度を調整する場
合、まず輝度センサ（図示せず）で各発光素子１４の輝度を測定するか、もしくは照度計
でセル１３全体の照度測定を行う。次に、製造時であれば各発光素子１４の輝度もしくは
各セル１３の照度が基準値になるように調整を行う。
【０００７】
長期間使用後の調整であれば、各発光素子１４の輝度もしくはセル１３の照度のうち最も
低い値を基準とし、全発光素子１４もしくは全セル１３がこの基準値となるように調整を
行う。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来の輝度もしくは照度の測定方法においては、１個の輝度センサもしくは１
個の照度センサを一々移動させて各発光素子１４の輝度もしくは各セル１３の照度を測定
するのが普通であった。このような測定方法では各発光素子１４の輝度を測定する場合、
発光素子１４の数が非常に多いので測定に要する手間がかかるという問題があった。
【０００９】
また、各セル１３の照度を測定する方法では例えば８個の発光素子１４を一度に測定する
ことになるので、各発光素子１４の輝度を測定するのに比べて手間を省くことが可能であ
るが、セル１３内の全発光素子１４を発光させたときの照度しか測定できない。したがっ
て、各発光素子１４の輝度が相違している場合でもそのまま放置され、これによって画質
が劣化するという問題がある。
【００１０】
このような問題を防止するため発光素子１４の全数分もしくはある程度の個数分だけ輝度
センサを用意し、これによって各発光素子１４の輝度を一回もしくは数回で測定する方法
も考えられるが、これでは測定装置が大がかりで高価になるという問題が生じる。また、
一個の輝度センサもしくは照度計を上下左右に自動的に移動させて測定する方法も考えら
れるが、この場合には輝度計や照度計の移動装置が大がかりになって、これまた高価にな
るという問題が生じる。
【００１１】
一方、発光素子１４の輝度調整は大型映像装置１の画面１１の背面側に設けられている輝
度調整用ボリューム（図示せず）を手動で操作することにより行っていた。この場合、画
面１１が大きいので一人で輝度を調整することができず、少なくとも二人の調整員で調整
しなければならなかった。
【００１２】
すなわち、調整員の一人が画面１１の前面側で発光素子１４もしくはセル１３の輝度もし
くは照度を測定し、画面１１の背面側にいるもう一人の調整員が測定結果を聞きながら輝
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度調整用ボリュームの操作をしていた。したがって、輝度調整に要する工数も相当多くな
っていた。
【００１３】
そこで、本発明は上述のような課題を解決したものであって、大型映像装置などの各発光
素子の輝度測定及び輝度調整を簡単な装置でしかも手間を掛けずに行うことが可能 査
装置 を提案するものである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　上述の課題は、複数の表示素子を有するブロックが縦横に配置され

構成された画像表示装置を検査する装置であって、前記ブロックの調整処理
を含む複数の項目をメニュー表示する表示手段及び、該表示手段に表示された前記メニュ
ー項目を選択するように操作される入力手段を有する情報処理装置と、前記情報処理装置
の入力手段により選択された前記ブロックの各々の表示素子を所定の輝度で発光させるた
めの発光信号を発生する発光信号発生手段と、前記発光信号発生手段よって発生された前
記発光信号に基づいて発光する前記画像表示装置を撮像する撮像手段と、前記撮像手段か
ら得られた出力信号に基づいて前記画像表示装置の調整対象となるブロックの配置情報を
抽出する位置抽出手段と、前記位置抽出手段によって抽出された前記ブロックの前記出力
信号を輝度に変換すると共に、当該輝度と予め設定された基準輝度とを比較し、当該比較
結果に基づいて前記発光信号発生手段を制御する輝度制御手段とを備え、前記情報処理装
置により前記調整処理が選択された場合に、前記発光信号発生手 、前記輝度制御手段
により前記比較結果に基づき得られた補正情報と共に当該補正情報に対応する前記配置情
報を含む所定の通信フォーマットに変換された新たな発光信号 出力
することを特徴とする第１の検査装置（以下で第１発明という）によって解決される。
　本発明に係る画像表示装置の検査方法は、複数の表示素子を有するブロックが縦横に配
置され

構成された画像表示装置を検査する方法であって
、

通信
フォーマットに変換された新たな発光信号 ことを特徴とす
るものである（以下で第１’発明という）。
【００１５】
本発明に係 ２の検査装置（以下で第２発明という）は、第１発明において、輝度制御
手段に不揮発性の記憶手段が備えられ、発光信号の補正 を記憶するようにした
ことを特徴とするものである。
【００１６】
本発明に係 査装置 おいて、
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な検
及び検査方法

、各ブロックが有す
る制御手段が通信フォーマットの新たな発光信号を解析し、その解析内容にしたがって配
置情報に対応するブロックの補正情報を抽出し、当該ブロックの表示素子の発光輝度を補
正するように

段は

を前記画像表示装置に

、各ブロックが有する制御手段が通信フォーマットの新たな発光信号を解析し、そ
の解析内容にしたがって配置情報に対応するブロックの補正情報を抽出し、当該ブロック
の表示素子の発光輝度を補正するように

前記ブロックの調整処理を含む複数の項目をメニュー表示する表示手段及び、該表示手
段に表示された前記メニュー項目を選択する入力手段を有する情報処理装置を操作するス
テップと、
　前記情報処理装置の入力手段により選択された前記ブロックの各々の表示素子を所定の
輝度で発光させるための発光信号を発光信号発生手段により発生するステップと、前記発
光信号発生手段よって発生された前記発光信号に基づいて発光する前記画像表示装置を撮
像手段で撮像するステップと、前記撮像手段から得られた出力信号に基づいて前記画像表
示装置の調整対象となるブロックの配置情報を位置抽出手段で抽出するステップと、前記
位置抽出手段によって抽出された前記ブロックの前記出力信号を輝度に変換すると共に、
当該輝度と予め設定された基準輝度とを比較し、当該比較結果に基づいて前記発光信号発
生手段を輝度制御手段で制御するステップとを有し、前記情報処理装置により前記調整処
理が選択された場合に、前記発光信号発生手段は、前記輝度制御手段により前記比較結果
に基づき得られた補正情報と共に当該補正情報に対応する前記配置情報を含む所定の

を前記画像表示装置に出力する

る第
用のデータ

る検 に 通信フォーマットには、画像表示装置で輝度調整を行う



ことを特徴とするものである。
【００１７】
【作用】
　第１、 発明に係る検査装置及 査方法によれば、図１に示すよ
うに、例えば、輝度制御手段の一例となる輝度制御回路２３には情報処理装置の一例とな
るパーソナルコンピュータ（以下単にパソコンという）２５が接続されると共に、このパ
ソコン２５には表示手段の一例となる第２モニタ２６及び入力手段の一例となるキーボー
ド２７が接続される。第２モニタ２６には表示素子の一例となるユニット１２の輝度に関
する調整処理、測定処理及び／又はデータ変更処理の各項目がメニュー表示される。この
第２モニタ２６に表示されたメニュー項目を選択するようにキーボード２７が操作される
。このキーボード２７によるメニュー項目選択操作に基づくパソコン２５からの指示によ
り輝度制御回路２３を制御するようになされる。
　これを前提にして、発光信号発生器（発光信号発生手段）２２からユニット１２に所定
レベルの基準発光信号ＳＡが供給され、これによって各セル１３が単独に発光する。これ
がＣＣＤ使用のＴＶカメラ（撮像手段）２１で撮像され、その撮像信号ＳＢが輝度制御回
路２３に供給される。輝度制御回路２３では図３に示すように入力された撮像信号ＳＢが
指定位置信号抽出回路（位置抽出手段）３２に供給され、ここでＭＰＵ３３の指示によっ
て指定されたＸ，Ｙ座標の撮像信号ＳＢ（Ｘ，Ｙ）が抽出されてＭＰＵ３３に供給される
。
【００１８】
ＭＰＵ３３では撮像信号ＳＢ（Ｘ，Ｙ）が輝度に変換され、これが不揮発性の記憶手段の
一例となるＥ 2ＰＲＯＭ（ Erectric Erasable Programmable ＲＯＭ）３４から読み出され
た基準輝度Ｋと比較される。そして、測定輝度が基準輝度Ｋと異なるときは、測定輝度を
補正するための輝度制御信号 がＭＰＵ３３から送出され、これが発光信号発生器２２
のＭＰＵ４２に供給されて図４（Ａ）に示すような通信フォーマットの発光信号 に変
換される。この発光信号 は輝度制御信号 に基づいて基準発光信号ＳＡを補正した
ものである。
【００１９】
発光信号 は、ユニット１２のＭＰＵ５２を経て制御部５３に供給される。これによっ
て、指定されたＸ，Ｙ座標に相当する位置の各色発光体１４Ａ～１４Ｃ（図２）の輝度が
増加もしくは減少して基準輝度Ｋに一致するようになる。従って、パソコン２５からの指
示により、発光信号発生器２２から種々の発光パターンを送出して ユニッ
ト１２ を発光させることができ、単に輝度測定及び輝度調整をするだ
けでなく各種の動作確認も自動的に行うことが可能になる。これにより、縦方向及び横方
向に共に数メートルにも及ぶ大きな画面を有した大型映像装置の輝度や解像度等を机上の
パソコンモニタ画面等を見ながら検査調整できるようになる。
【００２０】
また、第３発明においては図９に示すように、セル１３の外枠１５に装着可能な装着ケー
ス２８の中央に輝度センサ２９が取付けられている。

輝度測定時もしくは輝度調整時には、上述と同様に発光信号発生器
２２から基準発光信号ＳＡがユニット１２に供給され、これによってセル１３内の各発光
素子１４が単独に発光し、これが輝度センサ２９で検出される。
【００２１】
輝度センサ２９の出力信号ＳＦは、 信号発生器２２のＭＰＵ４２に供給されて輝度に
変換されると共に、輝度センサ２９とその各色発光体１４Ａ～１４Ｃの距離に対応する補
正係数βがＥ 2ＰＲＯＭから供給されて測定輝度が補正される。
【００２２】
輝度センサ２９の出力信号ＳＦは、 信号発生器２２のＭＰＵ４２に供給されて輝度に
変換されると共に、輝度センサ２９とその各色発光体１４Ａ～１４Ｃの距離に対応する補
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前記ブロックの単位を示す「ブロック単位」が記述され、ブロック単位としてユニット、
セル又は表示素子を指定可能となされる

第２ び第１’発明に係る検

ＳＣ
ＳＤ

ＳＤ ＳＣ

ＳＤ

ブロック単位に
、セル又は表示素子

この装着ケース２８は輝度センサ装
着手段の一例である。

発光

発光



正係数βがＥ 2ＰＲＯＭから供給されて測定輝度が補正される。
【００２３】
更に、補正後の輝度がＥ 2ＰＲＯＭ４４から供給された基準輝度Ｋと比較され、測定輝度
が基準輝度Ｋと異なるときにはＭＰＵ４２から発光信号 が送出される。これがユニッ
ト１２に供給され、これによって各色発光体１４Ａ～１４Ｃの輝度が増加もしくは減少し
て基準輝度Ｋに一致するようになる。
【００２４】
【実施例】
続いて、本発明に係わ 査装置 の一実施例について、図面を参照して詳細
に説明する。
【００２５】
図１は第１発明又は第２発明に係わる画像表示装置の検査装置の系統を示す。この検査装
置では、例えば大型映像装置１（図１４）のユニット１２に含まれる全発光素子１４の輝
度を一度の段取りで順次測定もしくは調整することが可能である。
【００２６】
検査対象となるユニット１２には、例えば図２に示すように上中下の３段にそれぞれ４個
のセル１３が配置されている。各セル１３には上下に各４個の発光素子１４が配置されて
いる。発光素子１４は青色発光体１４Ａと、赤色発光体１４Ｂと、緑色発光体１４Ｃとで
構成されている。
【００２７】
このユニット１２の各発光素子１４の輝度を測定もしくは調整する際には、ユニット１２
の正面側にＴＶカメラ２１が配置される。ＴＶカメラ２１の撮像素子にはＣＣＤが用いら
れている。ＣＣＤは周知のように多数の受光素子で構成されており、各受光素子の位置が
予め明確にされているので、受光素子の位置を指定することによって輝度を測定もしくは
調整する発光体１４Ａ～１４Ｃを特定することが可能になる。
【００２８】
ＴＶカメラ２１の設置後、発光信号発生器２２から基準発光信号ＳＡがユニット１２に供
給されて特定のセル１３の全発光素子１４が発光し、これがＴＶカメラ２１で撮像される
。ＴＶカメラ２１から出力される撮像信号ＳＢは輝度制御回路２３に供給される。
【００２９】
輝度制御回路２３では図３に示すように、ＴＶカメラ２１から供給された撮像信号ＳＢが
Ａ／Ｄ変換器３１でディジタル信号に変換され、これが指定位置信号抽出回路３２に供給
される。指定位置信号抽出回路３２にはＭＰＵ３３から輝度を測定するための位置を示す
Ｘ，Ｙ座標が供給され、ここでＸ，Ｙ座標に対応する撮像信号ＳＢ（Ｘ，Ｙ）がホールド
されてＭＰＵ３３に供給される。ＭＰＵ３３で撮像信号ＳＢ（Ｘ，Ｙ）が輝度に変換され
る。
【００３０】
更に、ＭＰＵ３３にはＥ 2ＰＲＯＭ（ Erectric Erasable Programmable ＲＯＭ）３４に格
納されているγ補正係数が供給される。そして、ここで測定された輝度がγ補正されて補
正済み輝度が得られる。次にＥ 2ＰＲＯＭ３４に格納されている基準輝度ＫがＭＰＵ３３
に供給され、ここで補正済み輝度と基準輝度Ｋとが比較される。この比較結果に応じてＭ
ＰＵ３３から８ビットの輝度制御信号ＳＣが出力され、これがＥ 2ＰＲＯＭ３４に格納さ
れると共に、ＳＩＯ（シリアルＩ／Ｏポート）３６を介して発光信号発生器２２に供給さ
れる。
【００３１】
　発光信号発生器２２では、入力された輝度制御信号ＳＣがＳＩＯ４１を経てＭＰＵ４２
に供給され、ここで図４（Ａ）に示すような通信フォーマットの発光信号ＳＤに変換され
る。
【００３２】
この通信フォーマットでは、１パケットが３０キャラクタで構成されている。また、同一
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ＳＤ

る検 及び検査方法



キャラクタが２回繰り返されることによって誤りが検出可能になる。さらに、一部のキャ
ラクタ（「ＳＹＮＣ」，「ＥＯＦ」）を除いて同一キャラクタのうち片方が反転されてお
り、これによって直流成分がキャンセルされるようになる。各キャラクタは１０ビットで
ある。
【００３３】
この通信フォーマットでは最初に同期用信号「ＳＹＮＣ」があり、次に輝度の調整作業で
あることを示す「調整コード」があり、続いて作業のスタートもしくはストップを示す「
モード」がある。次に輝度調整を行うブロックの「アドレス」、輝度調整を行うときの色
を指定する「調整色」、輝度調整を行うブロックの単位を示す「ブロック単位」がある、
ブロック単位とし ユニットまたはセルまたは発光素子を指定することが可能である。
【００３４】
次に、調整する輝度を指定する「輝度レベル」があり、この後に輝度制御回路２３から供
給された輝度制御信号ＳＣを８－１０変換して生成された「輝度制御」が入れられる。発
光信号ＳＤにおける「輝度制御」は基準発光信号ＳＡにおける「輝度制御」が輝度制御信
号ＳＣに基づいて補正されたものとなる。
【００３５】
ここで、輝度制御信号ＳＣを８－１０変換しているのは、８ビットで表現可能な２５５階
調を「０」と「１」が同数となるキャラクタで表現するためである。これによって、直流
成分がキャンセルされるようになる。但し、１０ビットで「０」と「１」が同数となるの
は２５１種類であり、残りの４種類は「０」と「１」の数が異なる。本例では、この４種
類を同期用信号「ＳＹＮＣ」とデータ終了信号「ＥＯＦ」に割り当てている。
【００３６】
さて、「輝度制御」の後に輝度を測定もしくは調整しようとするブロックの「Ｘ座標」及
び「Ｙ座標」があり、次に適宜な４個のキャラクタが２回づつ合計８キャラクタ入れられ
、最後にデータ終了を示す「ＥＯＦ」がある。これで３０キャラクタとなる。
【００３７】
このような通信フォーマットに変換された発光信号ＳＤはＳＩＯ４３（図３）を介してユ
ニット１２に供給される。なお、発光信号発生器２２のＥ 2ＰＲＯＭ４４、アンプ４５及
びＡ／Ｄ変換器４６は第３発明用なので後で詳述する。
【００３８】
ユニット１２では、発光信号発生器２２から供給された発光信号ＳＤはＳＩＯ５１を経て
ＭＰＵ５２に供給され、ここで解析された内容にしたがって制御部５３が制御される。こ
れによって、ユニット１２全体または指定されたセル１３または指定された発光素子１４
の輝度が増加もしくは減少する。ＭＰＵ５２での解析内容はＥ 2ＰＲＯＭ５４に書き込ま
れる。
【００３９】
なお、発光信号発生器２２、輝度制御回路２３及びユニット１２においては、Ｅ 2ＰＲＯ
Ｍ３４，４４，５２が単独に設けられているが、これをＭＰＵ３３，４２，５２に内蔵す
ることも可能である。

。
【００４０】
図５及び図６は第１発明又は第２発明の検査装置における輝度調整手順を

この輝度調整処理６０では、まず、パソコン２５に接続された第２モニタ２６に調整
処理、測定処理、データ変更処理の各項目がメニュー表示され（ステップ６１）、ここで
調整処理が選択される（ステップ６２）。
【００４１】
次に初期設定が行われ（ステップ６３）、続いてキーボード２７を測定することによって
輝度制御回路２３のＭＰＵ３３が制御され、これで輝度調整を行う最初のセル１３として
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ては

このようにすると、長期間使用した画像表示装置のユニット１２等
の輝度を調整する場合、最低輝度の表示素子を基準としてＥ 2ＰＲＯＭ３４，４４，５２
に記憶しておき、これに他のユニット１２の輝度を合わせるように調整するようなことが
可能になる

説明する図であ
る。



ユニット１２内の左上隅にあるセル１３が指定される（ステップ６４）。これによってそ
のセル１３が発光する。
【００４２】
次に、そのセル１３内で最初に輝度調整する発光素子１４として例えば左上端にある発光
素子１４が選定され、その緑色発光体１４Ｃの位置に対応するＸ，Ｙ座標が設定される（
ステップ６５）。次に、そのＸ，Ｙ座標における撮像信号ＳＢ（Ｘ，Ｙ）が抽出されてこ
れが輝度に変換され、この測定輝度がγ補正されて補正済み輝度が算出されると共にこれ
が記憶される（ステップ６６）。続いて輝度の測定回数が例えば１０回になったか否かが
判断され（ステップ６７）、１０回になっていないときはステップ６６で輝度測定、γ補
正及び記憶処理が行われる。
【００４３】
ステップ６７で輝度の測定回数が１０回目であると判断されると、次に測定された輝度の
平均値が算出される（ステップ６８）。続いて、次の緑色発光体１４Ｃが有るか否かが判
断され（ステップ６９）、ある場合はステップ６５でその緑色発光体１４Ｃの位置に対応
するＸ，Ｙ座標が設定され、以下上述と同様の処理が行われる。
【００４４】
ステップ６９でそのセル１３内の全緑色発光体１４Ｃの輝度が測定されたと判断された場
合は、次に測定された輝度の集計が行われて最小輝度が検出される（ステップ７０）。次
に、検出された最小輝度を基準値内とするために、次に説明するようなバイアス制御が行
われる（ステップ７１）。
【００４５】
図７（Ａ）はセル１３の電極構造を示す。同図に示すようにセル１３は電子を放射するた
めのカソード（ヒータ）Ｋと、放出された電子を集めて高速の電子ビームにするための加
速電極Ｇ１と、電子ビームを適当に拡散させて各色発光体１４Ａ～１４Ｃの全面に均等に
照射されるようにするための電子レンズＧ２と、電子ビームを各色発光体１４Ａ～１４Ｃ
側に導くためのアノードＡと、各色発光体１４Ａ～１４Ｃとから構成されている。
【００４６】
各色発光体１４Ａ～１４Ｃの輝度は、同図（Ｂ）に示すような加速電極Ｇ１に印加される
バイアス電圧ＶのレベルＶ１と印加時間Ｔとによって決まる。すなわち、バイアス電圧Ｖ
のレベルＶ１が高いほど輝度が高く、また、バイアス電圧ＶのレベルＶ１が一定ならば、
印加時間Ｔが長いほど輝度が高くなる。そこで、輝度の調整方法としてバイアス電圧のレ
ベルＶ１を変えるバイアス制御と、印加時間Ｔを変えるＰＷＭ（パルス幅変調）制御とが
用いられる。
【００４７】
但し、バイアス電圧ＶのレベルＶ１と各色発光体１４Ａ～１４Ｃの輝度とはリニアな関係
にないので微調整には適しておらず、したがって、バイアス制御はセル１３全体としての
輝度調整に用いられる。一方、バイアス電圧Ｖの印加時間Ｔと各色発光体１４Ａ～１４Ｃ
の輝度とはリニアな関係にあるので、ＰＷＭ制御は各色発光体１４Ａ～１４Ｃの輝度調整
に用いられる。
【００４８】
さて、ステップ７１でバイアス制御によって加速電極Ｇ１に印加されるバイアス電圧Ｖの
レベルＶ１が調整された後最小輝度が測定され、これが基準値内であるが否かが判断され
る（ステップ７２）。ここで、最小輝度が基準値内に入っていないと判断された場合は、
ステップ７１で再度バイアス制御が行われる。そして、ステップ７２で最小輝度が基準値
内にあると判断されるとこれでセル１３全体としての輝度調整が終了し、続いて色各発光
体１４Ａ～１４Ｃ毎の輝度調整が上述のＰＷＭ制御によって行われる。
【００４９】
すなわち、まず例えば左上隅の緑色発光体１４Ｃの位置に対応するＸ，Ｙ座標が設定され
る（ステップ７３）。以下ステップ６６～ステップ７０の処理と同様に全ての緑色発光体
１４Ｃの輝度測定とそのデータの集計及び最小輝度の検出が行われる（ステップ７４～ス
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テップ７８）。次に、各緑色発光体１４Ｃの最小輝度を基準輝度に合わせるために、上述
のＰＷＭ制御によって加速電極Ｇ１に印加されるバイアス電圧Ｖの印加時間Ｔが調整され
る（ステップ７９）。
【００５０】
次に、全緑色発光体１４Ｃの輝度が再度測定され、これが基準値内に入っているか否かが
判断される（ステップ８０）。ここで、基準値内に入っていない場合はステップ７９でＰ
ＷＭ制御が繰り返して行われる。そして、ステップ８０で全ての緑色発光体１４Ｃの輝度
が基準値内に入っていると判断されると、次に、赤色発光体１４Ｂの輝度調整が行われる
。
【００５１】
すなわち、まず左上隅の赤色発光体１４Ｂの位置に対応するＸ，Ｙ座標が設定される（ス
テップ８１）。以下、ステップ７４～ステップ８０の処理と同様に全ての赤色発光体１４
Ｂの輝度測定と最小輝度の検出が行われ、測定輝度が基準値内に入るようにＰＷＭ制御が
行われる（ステップ８２～ステップ８８）。そして、ステップ８８で全赤色発光素子１４
Ｂの測定輝度が基準値内にあると判断されると、次に、ステップ７３～ステップ８０の処
理と同様にして全ての青色発光体１４Ａの輝度測定及び輝度調整が行われる（ステップ８
９～ステップ９６）。
【００５２】
そして、ステップ９６で全青色発光素子１４Ａの測定輝度が基準値内に入っていると判断
されると、これでそのセル１３内の全ての各色発光体１４Ａ～１４Ｃの輝度調整が終了す
る。続いて、次にセル１３があるか否かが判断され（ステップ９７）、次のセル１３があ
る場合はステップ６４でそのセル１３が指定され、以下上述と同様の処理が行われる。
【００５３】
ステップ９７で次のセル１３がないと判断されると、次に測定結果が規格内に入っている
か否か、すなわち、各色発光体１４Ａ～１４Ｃの輝度及び各セル１３全体の輝度が基準値
内に入っているか否かが判断される（ステップ９８）。ここで、測定結果が規格値内に入
っていると判断された場合は、次にユニット１２全体の輝度が測定され（ステップ９９）
、続いてその輝度が基準値内にあるか否かが判断される（ステップ１００）。
【００５４】
ステップ１００でユニット１２全体の輝度が基準値内に入っていると判断されると、次に
測定結果が第２モニタ２６に表示されると共に、パソコン２５によってデータの集計が行
われる（ステップ１０１）。次に、集計されたデータが輝度制御回路２３のＥ 2ＰＲＯＭ
３４に書き込まれ（ステップ１０２）、これによってこの輝度調整処理６０が終了する。
【００５５】
また、ステップ９８で測定結果が規格値内に入っていないものがあると判断された場合は
、ステップ１０１及びステップ１０２で結果表示とデータ集計及び書込が行われて、この
輝度調整処理６０が終了する。すなわち、この場合は検査結果が不合格であるので、その
後の適宜な処理が必要となる。
【００５６】
この検査装置で輝度の測定だけを行う場合は、上述のステップ６１でメニューが表示され
たとき測定の項目を選択する。この測定処理は輝度調整処理６０において、加速電極Ｇ１
のバイアス制御及びＰＷＭ制御を除いた処理であり、詳細な説明は省略する。
【００５７】
図８はデータ変更処理１１０の手順を示す。このデータ変更処理１１０は、Ｘ，Ｙ座標で
設定される測定位置や基準輝度の値を変更するときに行われるもので、まず、メニュー表
示が行われ（ステップ１１１）、ここでデータ変更の項目が選択される（ステップ１１２
）。次に、変更しようとするデータが輝度制御回路２３のＥ 2ＰＲＯＭ３４から読み出さ
れる（ステップ１１３）。
【００５８】
続いて、読み出されたデータが第１モニタ２４に表示され（ステップ１１４）、キーボー
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ド２７から変更後のデータが入力されてデータ変更が行われる（ステップ１１５）。次に
、変更後のデータをＥ 2ＰＲＯＭ３４に書き込むか否かが判断され（ステップ１１６）、
書き込むと判断された場合は次に書き込み処理が行われ（ステップ１１７）、これによっ
てこのデータ変更処理１１０が終了する。また、ステップ１１６で変更後のデータを書き
込まないと判断された場合は、そのままこのデータ変更処理１１０が終了する。
【００５９】
上述の検査装置では、パソコン２５からの指示で輝度制御回路２３を制御し、これによっ
て発光信号発生器２２から種々の発光パターンを送出して、ユニット１２の発光素子１４
を発光させることが可能であり、単に輝度測定及び輝度調整をするだけでなく各種の動作
確認も自動的に行うことが可能になる。

。
【００６０】
図９は第３発明による画像表示装置の検査装置の系統を示す。

こ
の検査装置では、セル１３を単位として各色発光体１４Ａ～１４Ｃの輝度測定及び輝度調
整が可能である。同図において、例えばユニット１２に取付けられたままのセル１３の外
枠１５に装着ケース２８がはめこまれる。この装着ケース２８は箱形であり、その中央に
は輝度センサ２９が測定部を各色発光体１４Ａ～１４Ｃ側に向けて取付けられている。
【００６１】
輝度センサ２９は例えばアモルファス・シリコンダイオード等が用いられ、青色フィルタ
、赤色フィルが及び緑色フィルタが装着されている。これによって各色発光体１４Ａ～１
４Ｃの輝度を１つの輝度センサ２９で測定することが可能になる。また、装着ケース２８
は手で簡単にセル１３にはめこむことができるようになっている。
【００６２】
この検査装置で輝度の測定もしくは調整を行うときは、発光信号発生器２２からユニット
１２の制御部５３に基準発光信号ＳＡが供給される。これによって、セル１３内の特定の
発光素子１４、すなわち一組の青色発光体１４Ａと赤色発光体１４Ｂと緑色発光体１４Ｃ
が発光する。このときの輝度が輝度センサ２９で検出され、その出力信号ＳＤが発光信号
発生器２２のアンプ４５に入力される。
【００６３】
アンプ４５で増幅された出力信号ＳＥは、Ａ／Ｄ変換器４６を介してＭＰＵ４２に供給さ
れ、ここで輝度に変換される。
【００６４】
また、ＭＰＵ４２ではＥ 2ＰＲＯＭ４４から供給された距離の補正係数βによって輝度が
補正される。ここでは、輝度センサ２９と各色発光体１４Ａ～１４Ｃとの距離が異なるこ
とによって、本来は同一輝度であったとしても測定値が異なるため、これを補正するもの
である。補正された輝度はＥ 2ＰＲＯＭ４４に記憶される。同様にして、残りの各色発光
体１４Ａ～１４Ｃの輝度測定、距離の補正及び記憶処理が行われる。
【００６５】
そして、測定輝度が基準値内に入っていないときは、上述と同様な発光信号ＳＤがユニッ
ト１２に供給され、これによって各色発光体１４Ａ～１４Ｃの輝度が増減されて基準値内
に入るように調整される。
【００６６】
図１０及び図１１は第３発明の検査装置による輝度調整手順 。この輝
度調整処理１２０では、まず、輝度を測定しようとするセル１３に装着ケース２８がはめ
こまれる（ステップ１２１）。次に、 信号発生器２２から基準発光信号ＳＡが送出さ
れ、これによってそのセル１３内の例えば左上隅の発光素子１４が発光される（ステップ
１２２）。次に、その発光素子１４の緑色発光体１４Ｃの輝度が測定され、これが距離補
正されてＥ 2ＰＲＯＭ４４に記憶される（ステップ１２３）。
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しかも、多品種の表示素子が混入しているような
場合でも輝度の調整作業などを容易にすることが可能になる。また、多数の表示素子を有
するブロックを自動的に位置決めすれば、調整作業などを無人化することが可能になる

この検査装置は図１に示し
た発光信号発生器２２の部分を抽出し手動調整に係る部分を加えた構成を有している。

を説明する図である

発光



【００６７】
続いて、赤色発光体１４Ｂと青色発光体１４Ａの輝度が測定され、これが距離補正されて
記憶される（ステップ１２４、１２５）。次に、輝度測定していない発光素子１４が有る
か否かが判断され（ステップ１２６）、これがある場合はステップ１２２でその発光素子
１４が発光され、以下上述と同様の処理が行われる。
【００６８】
そして、全ての発光素子１４の各色発光体１４Ａ～１４Ｃの輝度測定が終了すると、次に
各色発光体１４Ａ～１４Ｃ毎に測定データの平均値が算出され、これが各色発光体１４Ａ
～１４Ｃの基準値として設定される（ステップ１２７）。ここで算出された基準値はＥ 2

ＰＲＯＭ４４に書き込まれる（ステップ１２８）。続いて、輝度調整が必要な緑色発光体
１４Ｃ、すなわち、基準値内に入っていない緑色発光体１４Ｃが指定され（ステップ１２
９）、これが発光される（ステップ１３０）。
【００６９】
次に、その緑色発光体１４Ｃの輝度測定、距離補正及び記憶処理が行われ（ステップ１３
１）、次に輝度調整をする緑色発光体１４Ｃが残っているか否かが判断される（ステップ
１３２）。これがある場合は、ステップ１２９で輝度調整をする緑色発光体１４Ｃが指定
され、以下上述と同様の処理が行われる。そして、ステップ１３２で輝度調整が必要な全
ての緑色発光体１４Ｃの輝度調整が終了したと判断されると、次に、測定データの集計及
び最小輝度の検出が行われる（ステップ１３３）。
【００７０】
次に、最小輝度が基準値内に入るようにバイアス制御によって緑色発光体１４Ｃの輝度が
調整される（ステップ１３４）。次に、その輝度測定及び距離補正が行われ、これが基準
値内に入っているか否かが判断される（ステップ１３５）。ここで、基準値内に入ってい
ないと判断された場合は、再度バイアス制御が行われる。
【００７１】
そして、ステップ１３５で調整後の最小輝度が基準値内に入っていると判断されると、次
に、輝度調整が必要な緑色発光体１４Ｃが指定され（ステップ１３６）、続いて、その緑
色発光体１４ＣのＰＷＭ制御が行われる（ステップ１３７）。次に、その緑色発光体１４
Ｃの輝度測定、距離補正及び記憶処理が行われる（ステップ１３８）。次に、測定データ
が基準値内にあるか否かが判断される（ステップ１３９）。
【００７２】
ここで、測定データが基準値内に入っていないと判断された場合は、ステップ１３７で再
度ＰＷＭ制御が行われ、以下上述と同様の処理が行われる。ステップ１３９で測定データ
が基準値内に入っていると判断されると、次に輝度調整が必要な緑色発光体１４Ｃが残っ
ているか否かが判断される（ステップ１４０）。これがある場合は、ステップ１３６で輝
度調整が必要な次の緑色発光体１４Ｃが指定され、以下上述と同様の処理が行われる。
【００７３】
ステップ１４０で輝度調整が必要な全ての緑色発光体１４Ｃについて調整処理が終了した
と判断されると、次にステップ１３６～１４０の処理と同様にして輝度調整が必要な赤色
発光体についてＰＷＭ制御が行われる（ステップ１４５）。そして、赤色発光体１４Ｂの
輝度調整が終了すると、同様にして青色発光体１４Ａの輝度調整が行われる（ステップ１
４５～ステップ１４９）。これによって、この輝度調整処理１２０が終了する。なお、バ
イアス制御及びＰＷＭ制御によっても輝度が基準値内に入らない場合は不合格の表示を出
すことも可能である。
【００７４】
第３発明の検査装置では、ユニット１２内に組み込まれた状態のセル１３に装着ケース２
８を装着するだけで、各色発光体１４Ａ～１４Ｃの輝度調整を行うことが可能なので、大
型映像装置１を長期間使用した後に輝度調整を行う場合などに使用すると、従来に比べて
工数を大幅に削減することが可能になる。
【００７５】
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上述の第１発明から第３発明の検査装置では、輝度を自動的に測定もしくは調整する場合
について説明したが、発光信号発生器２２を用いて手動で輝度調整を行うことも可能であ
る。この場合は、輝度の測定を目視あるいは適宜な測定装置で行うことができる。
【００７６】
図１２は発光信号発生器２２の操作パネル１６０ 。

操作パネル１６０には、 ＬＣＤディスプレイ１６１が設けられ
ており、ここに各種のメニューや測定データ等が表示される。モード設定キーは

各種の発光パターンを発生させるためのＳＰＧ（シグナル・パターン・ジ
ェネレータ）モードキー１６２と、輝度調整モードキー１６３と、ユニット１２の制御モ
ードキー１６４と、その他のモードキー１６５がある。
【００７７】
また、発光素子１４を指定したり輝度の増減を設定するためのカーソルキーには、アップ
キー１６６、ダウンキー１６７、レフトキー１６８、ライトキー１６９、ホールドキー１
７０がある。数値キー１７１には０～９及びＡ～Ｆが設けられている。操作キーとしては
、リセットキー１７２、セットアップキー１７３、書込キー１７４、入力キー１７５が設
けられている。
【００７８】
　図１３はこの発光信号発生器２２による輝度調整処理１８０の手順を示す。この輝度調
整処理１８０では、まず、輝度調整モードキー１６３が押されて調整モードになる（ステ
ップ１８１）。次に、ＬＣＤディスプレイ１６１にマニュアル調整及び自動調整のメニュ
ー表示がなされる（ステップ１８２）。次に、マニュアル調整か否かが判断され（ステッ
プ１８３）、ここでマニュアル調整ではないと判断されると、次にＴＶカメラによる調整
と輝度センサーによる調整がメニュー表示される（ステップ１８４）。続いてＴＶカメラ
による調整か否かが判断される（ステップ１８５）。
【００７９】
そして、ＴＶカメラによる調整と判断された場合は、上述した第１発明又は第２発明に係
る検査装置によって輝度の調整が行われる（ステップ１８６）。また、輝度センサによる
調整と判断された場合は、第３発明の検査装置で輝度の調整が行われる（ステップ１８７
）。

【００８０】
ここでは、手動調整をする場合について説明する。手動調整なのでステップ１８２でマニ
ュアル調整が選択され、ステップ１８３でマニュアル調整であると判断される。次にカー
ソルキー１６６～１７０を操作することにより輝度調整しようとする単位、ここでは発光
素子１４が指定される（ステップ１８８）。次に、数値キー１７１で基準となる輝度が設
定され（ステップ１８９）、続いてこれらの設定が終了したか否かが判断される（ステッ
プ１９０）。
【００８１】
ここで設定が終了していないと判断されると、次にステップ１８８及びステップ１８９で
発光素子１４の指定及び基準輝度の設定が行われる。そして、ステップ１９０で設定が終
了したと判断されると、次に、発光信号発生器２２からユニット１２に図４（Ｂ）に示す
ような点滅信号ＳＦが供給される。この点滅信号ＳＦは同図（Ａ）に示した発光信号ＳＤ
と同様に、同一キャラクタが２回繰り返され、その一方が反転されている。
【００８２】
また、発光信号ＳＤの調整コードに代えて点滅を示す点滅コードが挿入され、調整色のコ
ードは除かれている。これによって、指定された発光素子１４が点滅する（ステップ１９
１）。したがって、輝度を調整しようとする発光素子１４であるかどうかを調整員が容易
に確認することが可能になる。一定時間点滅後調整ブロックが指定され（ステップ１９２
）、次に指定が終了したか否かが判断される（ステップ１９３）。終了した場合は、次に
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を説明する図である この例では情報処
理装置、表示手段及び入力手段の各々の機能を発光信号発生器２２に組み入れたものであ
る。 表示手段の一例となる

入力手段
の一例であり、

第１発明又は第２発明に係る検査装置による自動調整処理と、第３発明の検査装置に
よるマニュアル調整処理とを選択的に行うためである。



点滅が終了して連続点灯する（ステップ１９４）。次に、輝度を増加するか否かが判断さ
れる（ステップ１９５）。
【００８３】
ここで、輝度を増加すると判断された場合は、次にカーソルキーのアップキー１６６が押
されて輝度の増加処理が行われる（ステップ１９６）。また、ステップ１９３で輝度を増
加しないと判断された場合は、次にダウンキー１６７が押されて輝度の減少処理が行われ
る（ステップ１９７）。ステップ１９６もしくはステップ１９７の後、輝度調整処理が終
了したか否かが判断される（ステップ１９８）。
【００８４】
ここで、調整が終了していないと判断された場合は次の発光素子１４が指定され（ステッ
プ１９９）、続いてステップ１９１でその発光素子１４が点滅され、以下上述と同様の処
理が行われる。そして、ステップ１９８で全発光素子１４の輝度調整が終了したと判断さ
れたときは、次に調整後の輝度データがＥ 2ＰＲＯＭ４４に書き込まれ（ステップ２００
）、これによってこの輝度調整処理１８０が終了する。
【００８５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係 査装置によれば、複数の表示素子

ものである。
【００８６】
この構成によって、情報処理装置からの指示により、発光信号発生手段から種々の発光パ
ターンを送出して 発光させることができ
、単に輝度測定及び輝度調整をするだけでなく各種の動作確認も自動的に行うことが可能
になる。従って、縦方向及び横方向に共に数メートルにも及ぶ大きな画面を有した表示装
置の輝度やコントラストを机上のパソコンモニタ画面等を見ながら、

に検査調整できるようになる。
【００８７】
本発明に係 査方法によれば、複数の表示素子 が縦横に配置され

画像表示装置を検査する場合に、

を補正するようになされる。
【００８８】
この構成によって、 の選択により 々の発光パター
ンを 送出して 発光させるこ
とができ、単に輝度測定及び輝度調整をするだけでなく各種の動作確認も自動的に行うこ
とが可能になる。
【図面の簡単な説明】

10

20

30

40

50

(13) JP 3729510 B2 2005.12.21

る検 を有するブロックの
調整処理を含む複数の項目をメニュー表示する表示手段及び、当該メニュー項目を選択す
るように操作される入力手段を有した情報処理装置を備え、この調整処理が選択された場
合に、発光信号発生手段では、輝度制御手段により比較結果に基づき得られた補正情報と
共に当該補正情報に対応する配置情報を含む所定の通信フォーマットに変換された新たな
発光信号が出力され、画像表示装置では各ブロックが有する制御手段が通信フォーマット
の新たな発光信号を解析し、その解析内容にしたがって配置情報に対応するブロックの補
正情報を抽出し、当該ブロックの表示素子の発光輝度を補正する

、ブロック単位にユニット、セル又は表示素子を

ユニット、セル又は
表示素子毎

る検 を有するブロック 構成
された ブロックの調整処理を含む複数の項目をメニュー
表示し、この項目の中からブロックの調整処理を選択し、ここで選択されたブロックの各
々の表示素子を所定の輝度で発光させるための発光信号を発生し、ここで発生された発光
信号に基づいて発光する画像表示装置を撮像し、画像表示装置の撮像によって得られる出
力信号から調整対象となるブロックの配置位置を抽出し、ここで抽出されたブロックの出
力信号を輝度に変換すると共に、当該輝度と予め設定された基準輝度とを比較し、この比
較結果に基づいて配置情報に対応するブロックの補正情報を得て当該補正情報及び配置情
報を含む所定の通信フォーマットの発光信号に変換し、ここで変換された所定通信フォー
マットの新たな発光信号を画像表示装置に出力し、画像表示装置では、通信フォーマット
の新たな発光信号を解析し、その解析内容にしたがって配置情報に対応するブロックの補
正情報を抽出し、当該ブロックの表示素子の発光輝度

調整処理を含む複数の項目の中から 、種
画像表示装置に ブロック単位にユニット、セル又は表示素子を



【図１】第１発明又は第２発明に係わる画像表示装置の検査装置の系統図である。
【図２】画像表示装置のユニット１２の正面図である。
【図３】発光信号発生器２２及び輝度制御回路２３の系統図である。
【図４】　発光信号発生器２２とユニット１２との通信フォーマットを説明する図である
。
【図５】第１発明又は第２発明の検査装置による輝度調整手順（１／２）を説明する図で
ある。
【図６】第１発明又は第２発明の検査装置による輝度調整手順（２／２）を説明する図で
ある。
【図７】セル１３の電極構造とバイアス電圧を説明する図である。
【図８】第１発明又は第２発明の検査装置によるデータ変更手順を説明する図である。
【図９】第３発明に係わる画像表示装置の検査装置の系統図である。
【図１０】第３発明の検査装置による輝度調整手順（１／２）を説明する図である。
【図１１】第３発明の検査装置による輝度調整手順（２／２）を説明する図である。
【図１２】発光信号発生器２２の操作パネル１６０を説明する図である。
【図１３】発光信号発生器２２による輝度調整手順を説明する図である。
【図１４】一般的な大型映像装置の構成図である。
【図１５】セル１３の詳細図である。
【符号の説明】
１　大型映像装置
１２　ユニット
１３　セル
１４　発光素子
１４Ａ　青色発光体
１４Ｂ　赤色発光体
１４Ｃ　緑色発光体
１５　セル１３の外枠
２１　ＴＶカメラ
２２　発光信号発生器
２３　輝度制御回路
２８　装着ケース
２９　輝度センサ
３４，４４，５４　Ｅ 2ＰＲＯＭ
３３，４２，５２　ＭＰＵ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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